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（
法
務
委
員
会
）

司
法
書
士
法
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
六
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
時
の
司
法
書
士
制
度
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
司
法
書
士
及
び

土
地
家
屋
調
査
士
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
専
門
職
者
と
し
て
の
使
命
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
懲

戒
権
者
を
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
か
ら
法
務
大
臣
に
改
め
る
等
の
懲
戒
手
続
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し
を
行
う
ほ
か
、

社
員
が
一
人
の
司
法
書
士
法
人
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
設
立
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

司
法
書
士
法
の
一
部
改
正

１

司
法
書
士
は
、
司
法
書
士
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
業
務
と
す
る
登
記
、
供
託
、
訴
訟
そ
の
他
の
法
律
事
務
の

専
門
家
と
し
て
、
国
民
の
権
利
を
擁
護
し
、
も
っ
て
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。

２

社
員
が
一
人
の
司
法
書
士
法
人
の
設
立
等
を
許
容
す
る
。

３

司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
権
者
を
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
か
ら
法
務
大
臣
に
改
め
る
。
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４

司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
除
斥
期
間
を
定
め
る
規
定
を
設
け
る
。

二

土
地
家
屋
調
査
士
法
の
一
部
改
正

１

土
地
家
屋
調
査
士
は
、
不
動
産
の
表
示
に
関
す
る
登
記
及
び
土
地
の
筆
界
を
明
ら
か
に
す
る
業
務
の
専
門
家
と
し
て
、

不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
明
確
化
に
寄
与
し
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
と
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。

２

社
員
が
一
人
の
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
設
立
等
を
許
容
す
る
。

３

土
地
家
屋
調
査
士
又
は
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
権
者
を
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
か
ら
法
務
大
臣

に
改
め
る
。

４

土
地
家
屋
調
査
士
又
は
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
除
斥
期
間
を
定
め
る
規
定
を
設
け
る
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


